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庁 議 の 概 要 
開催日：H１７．４．１１ 

◎項  目 
１ 県産材利用推進に向けた行動計画について【森林局】 
２ 平成１６年度会計検査および定期監査の報告について【出納局・監査委員事務局】 
３ 歳計現金等の収支について【出納局】 
 
◎内  容 
１ 県産材利用推進に向けた行動計画について【森林局】 
 森林局から、「県産材利用推進に向けた行動計画」について説明があり、了承した。県産材利用推進本部
の位置付けのもと、以下のとおり意見交換を行った。 
【説明概要】 
・１６年１０月に制定した「高知県産材利用推進方針」を具体的に進めるため、「県産材利用推進に向けた
行動計画」を策定することにした。 

・方針には、①公共建築施設等の木造化の推進 ②公共土木工事への積極的な木材利用の推進 を２つの
柱として定めている。公共土木工事では、木製型枠の使用が多く見込まれるため、増加の具合によって
目標木材利用量を見直すこととしている。また、公共建築物については木造化の基準（高知県公共建築
物木造化基準）を定め、対応することとしている。 

・県産材利用推進に向けた行動計画の推進体制として、「県産材利用推進本部」（＝本部長：知事、本部員：
庁議メンバー）を設置することとしており、本日をもって発足とさせていただきたい。また、今年５月
中には、６つの林業事務所管内ごとに「県産材利用地域推進会議」（＝林業事務所地域推進チーム、林業
６団体、各部局関係課室出先機関、市町村などで構成）を設置する予定である。 

・行動計画の概要は以下のとおり 
（趣 旨） 
「高知県産材利用推進方針」を実効性あるものとするため、各部局ごとの取り組みに係る数値目標等を設
定し、県自らが率先実行して県産材利用を推進する行動計画を定める。 
（計画期間） 
平成１７～２１年度の５年間 

（目 標） 
①公共建築施設等の木造化の推進 
 ＜県全体＞：全国平均を上回る（基準年：平成１５年 高知県１９．４％、全国平均２３．１％） 
 ＜各部局共通＞ 
  ・県有施設の木造・木質化（高知県公共建築物木造化基準内）：１００％ 
  ・    〃      （      〃    基準外）：他工法との混構造や木質化を図る 
  ・備品類の木製品使用：目標数値は定めないが、毎年度着実に導入していく 
＜森林局・農林水産部・海洋局＞： 
 ・補助施設の木造化：１００％（←農林水産省木材利用拡大行動計画を受けて） 
＜企画振興部・健康福祉部・文化環境部・商工労働部・土木部・港湾空港局・教育委員会＞ 

  ・補助施設の木造・木質化：補助事業採択にかかるヒアリング時に要請 
 
②公共土木工事への積極的な木材利用の推進 
＜木材利用量＞：各部局ともに、現況（１５年実績）の１．５倍程度 

  ＜木製型枠の使用率＞ ※執行管理の問題もあるだろうが、できるだけ使用をお願いしたい。 
  ・森林局・農林水産部：１００％ 
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  ・土木部・港湾空港局・海洋局（適用基準内）：１００％ 
  ・         〃   （適用基準外）：使用量を順次拡大していく 
＜工事用資材の木製品の使用率＞：各部局ともに１００％ 

 
・市町村等における公共的な施設の木造化・木質化や公共土木工事への木材利用を促進するため、助成事
業として「県産材利用推進事業」を創設したので、活用をお願いしたい。 

（県産材利用推進事業の概要） 
＜補助対象事業（経費）＞ 
（１）公共的な空間の木造化・木質化を図るために必要な建築・土木工事に要する経費  
（２）木材の新たな用途・新商品の開発、販路の開拓、間伐材等を利用するモデル的な事業に要する経費 
（３）建築士が行う公共的な施設に対する木造化・木質化への専門的、技術的なアドバイス活動などに必

要な経費  
＜事業実施主体＞ 
（１）（２）の事業：市町村、事務組合及び広域連合、学校法人、社会福祉法人、森林組合連合会、 

森林組合、農業協同組合連合会、農業協同組合、漁業協同組合、第三セクター、 
林業者等の組織する団体、任意団体等 

（３）の事業：（社）高知県建築設計管理協会 
＜補助率＞ 
（１）（２）の事業：１／３以内、（３）の事業：定額（１件あたり３５０，０００円程度） 
＜事業実施期間＞ 
平成１７年度～２１年度 

＜予算額＞ 
３５，０００千円。 

 
・（財）日本住宅・木材技術センターが発行している「ここまで使える木材」をお手元にお配りしているの
で、御一読いただきたい。 

・毎年、年度明けに、各部局の取り組み成果を公表する形で計画のフォローアップをしていきたい。 
 
【主な意見】 
・市町村を巻き込んだ取り組みとするために、「木の文化県構想」に基づいて建築した公共建築物を認証す
るような制度を設けてみてはどうか。他の市町村がやっているのであれば、ウチもやらなければという
意識付けになると思う。 

→梼原町が活用したＦＳＣ（森林管理協議会）の認証や大正町が利用した日本森林技術協会の認証など、
さまざまな認証制度がある中、高知県統一の認証制度を創設するのは難しい。 

・「木の文化県構想」を進めるために、お金をかけずに、シンボルマークのようなものを作って、何人かの
委員が選考していくといったイメージ。県産材を少しでも使おうという啓発、ＰＲになると思う。市町
村には強制できないが、県も市町村も一緒に取り組んでいるということをアピールできる。 

→そのようなことであれば、今後考えてみたい。 
・年度途中に推進本部を開催し、部局ごとの発注状況（目標に対する進捗状況）を確認していってはどう
か。年度終了後に確認するより効果的である。 

・木製型枠の使用を推進しているが、鋼製のように改良は進んでいるのか。 
→今後もう少し使いやすい製品が出てくると思われる。 
・発注後、納入に時間がかかることはないか。 
→時間がかかることはない。 
・幹部職員と担当者レベルでは意識のズレがあると思う。各部局出先機関長会等を開催している時期なの
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で、そういった機会を捉えて、周知していけばいいのではないか。 
→設計、企画を担当している職員に意識を変えてもらわなければならない。併せて、木製型枠の欠点であ
る美観を損ねるという点を問題視しないといった検査基準の見直しもお願いしたい。また、木材を外部
に使用するだけではなく、残土処理現場での滑り止めに丸太を使うといった埋設工も差し支えない範囲
で行ってほしい。 

・木製型枠を利用するには、さまざまな制約があるが、精一杯取り組んでいきたい。予算のこともあるの
で、国にも要望していく。公共土木工事が少ないのに、わざわざ木製型枠を利用するのがよいのかとい
う課題がある。木製品を使用したら加点するといった検査基準の検討や業者の格付け時の目線合わせを
していきたいが、検査職員への周知に少し時間がかかるだろう。 

 
２ 平成１６年度会計検査および定期監査の報告について【出納局・監査委員事務局】 

  出納局から、平成１６年度会計検査の結果について、監査委員事務局から、平成１６年度定期監査の結
果についてそれぞれ報告があり、以下のとおり意見交換を行った。 

 【会計検査について】 
・本庁１２４課室のうち１０課室で行った旅費事務検査、および、出先機関１６０所属のうち１０９所属
で行った会計検査において、「不適正」の評価を受けた課室が前年度に比べ増加している。 

・部局別にみると、健康福祉部、商工労働部、農林水産部、土木部・港湾空港局、教育委員会が「不適正」
の評価を受けた所属が多くなっている。 

・指摘事項としては、執行管理体制、支出関係、旅費の件数が多い。 
・平成１６年度に「不適正」であった所属には、平成１７年度も検査に入る予定。 
・各課室においても、今日配布した検査項目に沿って、責任を持ってチェックしていただきたい。 
【定期監査について】 
・前年度に比べて、「指摘」「厳重注意」「注意」の件数が大幅に増加している。どうしてこういう状況にな
ったのか、どうして問題が起きたのか、全庁で考え、仕事の仕方を根本から見直す必要がある。 

・管理職員のチェック体制にも限界がある。担当職員一人ひとりの事務執行能力を高めなくてはならない。 
【主な意見】 
・会計事務の研修を行う予定はないのか。 
→総務部で新採職員を対象とした研修を、出納局で初任者の出納員と実務を５年以上離れた出納員を対象
とした研修を実施する予定である。また、各所属への出前研修も実施する。 

・チェック体制を強化しようとチェックする項目を増やしたため、そのチェックが洩れるということもあ
るだろう。 

・「高知県会計規則関係例規集（＝青本）」、「財産及び契約関係規程集（＝赤本）」、「人事関係事務提要」を
復活させた方がよいのではないか。パソコンを開いて電子データを呼び出すには手間がかかると思う。 

→Ｑ＆Ａも載った「会計事務の手引き」を作成したいと考えている。 
 
３ 歳計現金等の収支について【出納局】 
 出納局から、歳計現金の収支について説明があった。 
【説明概要】 
・歳計現金の残高が、年間を通して年々マイナス傾向（借入するケースが増加）になっている。また、計
画額を下回るケースが多くなっている。 

・各課室の担当者が歳入・歳出の予定を登録する際、歳入は少なめに、歳出は多めに登録する傾向がある。
また、登録洩れも目に付く。資金繰りに大きく影響するので、歳入・歳出の予定額が変更した時点で変
更登録を行う等、各課室でのチェック体制を強化していただきたい。 

・収入（歳入）があって支出（歳出）を行うよう、借り入れを少なくする努力を行ってほしい。 


